
全国都道府県担当者会議

(子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 )
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3 質疑応答
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生科学審議会感染症分科会予防接種部会の

討状況について

■ 設置の趣旨
・ 昨年発生 した新型インフルエンザ (A/HlNl)の 予防接種については、緊急的対応・

(国の予算事業

として実施)を行つたところであるが、これを契機として、国会等において「予防接種の在り方を全般的
に見直すべき」との意見が多数寄せられている。

・ そこで、厚生科学審議会感染症分科会に予防接種部会を設置 し、有識者による審議を行 うこととする。

■ 部会委員   (◎ 部会長 ○部会長代理)

医療法人雅修会 蒲郡深志病院理事長

国際医療福祉大学教授

山口県健康福祉部長

東京大学医科学研究所附属先端医療研究センター感染症分野教授

東京大学大学院法学政治学研究科教授

国立感染症研究所感染症情報センター長

国立成育医療センター総長

全国市長会副会長・二重県鳥羽市長       、
日経BP社 日経メディカル編集委員

富山県衛生研究所長

ジヤーナ リス ト・国際医療福祉大学大学院教授

独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター院長

学習院大学法学部法学科教授

愛知県半田保健所長

社団法人日本医師会感染症危機管理対策担当常任理事

大阪市立大学大学院医学研究科教授

全国町村会副会長・山口県和木町長

福岡市立西部療育センター長

古賀総合法律事務所弁護士
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◎ 加藤 達夫

木田 久主一

北澤 京子

O 倉田 毅

黒岩 祐治

坂谷 光則
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保坂 シゲリ

廣田 良夫

古木 哲夫

宮崎 千明
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■ 開催状況

「予防接種部会の設置から、_第一次提言とりまとめまで上

0第 1回
議事

0第 2回
議事

平成 21年 12月 25日
:○ 予防接種制度について

～ 第 4回 平成 22年 1月 15日 、 1月 27日 、 2月 9日

:○ 新型インフルエンザ対策として緊急に対応が必要であると

考えられる事項について

第 5回 平成 22年 2月 19日
議事  :○  「第一次提言」とりまとめ

平成22年 3月 12日 閣議決定・法案提出                i
予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する!

特別措置法の一部を改正する法律案 (閣法第54号 )

※ 4月 14日 参議院本会議で可決

※ 臨時国会に継続審査となるが審議に入つていない

1
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「第一次提言とりまとめ以降ヽ右識者からのヒアリングを中心に実施」

○ 第 7回  4月 21日           O
・ワクチンの研究開発の促進と生産基盤の確保

○ 第 8回  5月 19日
・予防接種に係る冨1反応報告について     0
。予防接種の医療経済性の評価について
・感染症の発生動向調査について

○ 第 9回 6月 16日
・予防接種に関する評価・検討組織について
・予防接種に関する情報提供のあり方について

O第 10回 6月 23日          0
・予防接種の実施体制について
。予防接種にかかる健康被害救済について

第 13回  9月 14日
・予防接種に対する考え方について
。予防接種に関する評価 。検討組織の有り方について

第 14回  10月 6日
・予防接種部会から意見書を提出
・予防接種に関する情報提供のあり方について
:予防接種事業の適正な実施の確保について

(副反応報告についてを含む)

・接種費用の負担のあり方
。ワクチンの研究開発の促進、生産基盤のあり方について

第 15回  10月 29日
・ 部会において委員等よりいただいたご意見の整理 (案 )

・費用のあり方に関する議論において特に留意する点
・予防接種にかかる費用について

?鍾翼睾纂署iil   l:笙‐鷹鷹墓讐:輩彗議戦飾ずO■対象疾病|の個1人やた
1評価|の|ため

'‐

1必要な―デ■夕0政集|や検1証方
=■

|■11■■■

諏 墟算窃    軒彗碁墨島:I■1電青事ξl詰配鷲

0第 11回 7月 7日
・予防接種法の対象となる疾病・ワクチンについて

国立感染症研究所より「ファク トシー ト (7月 フ日版)」

を提出

O 第 12回  8月 27日
・ワクチン評価に関する小委員会について

→ ワクチン評価に関する小委員会を設置
・ヒトパピローマウイルス (HPV)ワ クチンについて

■小委員会委員  (○委員長)

池田 俊也  国際医療福祉大学教授

岩本 愛吉  東京大学医科学研究所教授

○ 岡部 信彦  国立感染症研究所感染症情報センター長

倉田 毅   富山県衛生研究所長

廣田 良夫  大阪市立大学大学院医学研究科教授
宮崎 千明  福岡市立西部療育センター長



厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会においては、新たに公的予防接種の対象とすべき

疾病・ウクチンを含め、今後の予防接種のあり方全般について検討を行つているところであるが、現

在、部会の下に1ヽ委員会及び作業チームを置いて検討を進めており、その考え方についてとりまとめ

を行つた上で、部会としての提言とすることとしている。
一方、厚生堂働省においては、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワ クチンの接種促進を念頭においた

特に、          1
①wHoが全ての地域に向けて接種に関する推奨の勧告を行つており、先進諸国でも実施されてい

るものの、我が国では未実施である

②ヘモフィルスインフルエンザ菌b型 (Hb)、 肺炎球菌の感染による細菌性髄膜炎で乳幼児が死亡

し、HPV感染による子宮頸がんで死亡する女性も多い

③ワクチンの有効性は高いと評価される

④Hib、 肺炎球菌は、重度の後遺症の発症頻度が高い

こと、その接種促進に対する国民の要請も高いことから、Hib、 肺炎球菌、HPVワクチンは、予防接

種法上の定期接種に位置づける方向で急ぎ検討すべきである。

なお、本部会においては、引き続き、水痘、おたふくかぜ、B型肝炎等その他の疾病 "ワ クチンも検

討を進めるとともに、予防接種に関する評価・検討組織の設置についての議論等を行い、今後の予

防接種のあり方について提言をとりまとめることとしたい。

平成22年 10月 6日

厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会部会長

加 藤 達 夫

告泰審 7クテント?けて
ワクチン

患者数

(年間

重症/後遺症
(年間)

死亡者

(年間)
ワクチンの効能・効果

子宮頸がん予防
ワクチン

(HPVワクチン)

子宮頸がん

8,474人
※子宮の部位不明がん

813人
※上皮内がんを除く

(2005)

子宮頸がんによる死亡者 2,519人

※子宮の部位不明がん  1,390人

(2009)

ヒトパピローマウイル
ス(HPV)16型及び18

型感染による子宮頸

癌及びその前駆病変
に対する予防

ヒブワクチン
(Hb(ヘモフィル
スインフルエンザ

菌b型 )ワクチン)

Hb髄膜炎

(推計 )

393-735A
(5歳未満 :10万人当たり
7.1～ 13.3人 )

髄膜炎患者のうち

11.1-27.90/o

※米国CDCでは20～ 30%

※聴覚障害等の後遺症

髄膜炎患者のうち

0.4-4.60/o

※米国CDCでは3～6%

インフルエンザ菌b型

による感染症,特に侵
襲性の感染症 {髄膜

炎,敗血症,蜂巣炎,

関節炎,喉頭蓋炎,肺
炎および骨髄炎など)

に対する予防

肺炎球菌ワクチン

〈小児用〉

髄膜炎 (推計 )

142～ 155A
髄膜炎以外の侵襲性

感染症 (推計 )

(敗血症、関節炎など)

1,022-1,139人

髄膜炎患者のうち
10%

※聴覚障害等の後遺症

髄膜炎患者のうち

2%
肺炎球菌 (血清型4、

6B、 9V、 14、 18C、 19F

及び23F)による侵襲
性感染症に対する予

防

出典:厚生科学審議会予防接種部会資料、ワクチン評価に関する小委員会資料、添付文書を参考に作成
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資料 2

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時
特例交付金の概要について

%番堕期撃謂1齢精笥見11∬況男)欲こξ輩識 駕辮Ft
球菌ワクチンは、予防接種法上の定期接種化に向けた検討を行 うこととしている。

Oヽ これを踏まえ、対象年齢層に、緊急にひととおりの接種を提供して、これ らの予防接種
を促進するための基金を都道府県に設置し、補正予算において必要な経費を措置する。

○ 基金の対象疾病 0ワ クチン : 子宮頸がん予防 (HPV)ワクチン

ヒブ (イ ンフルエンザ菌 b型 )ワ クチン

小児用肺炎球菌ワクチン

○ 基金の設置

○ 負担割合

0 基金の期間

○ その他

基金は、都道府県に設置 し、市町村の事業に対し助成する

国 1/2、 市町村 1/2(都 道府県事務費 1/2は都道府県負担)

※公費カバー率9割 :市町村における柔軟な制度設計は可能

平成22年 11月 26日 (補正予算成立日)～平成23年度末まで

※補正予算成立日から適用 :      ｀

被害救済に万全を期するためt助成対象事業には民間保険ヘ
健康被害副反応報告が行われるための措置を講じることを要件とす

る    ｀

※平成23年度予算概算要求に計上している子宮頸がん予防対策強化事業は
取り下げ             ´



(子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 )・

交付申請 基金に

助成申請

基金造成 (積立)

(基金1/2市町村■/2)

市町村

:被接種者

総ワクチン機種費用 215,922百 万円 ・̈①

平成22年度  平成23年度   合  計
・ HPV 10,677百 万円 58,052百万円 68,729百万円
・ヒブ  4,382百万円 56,086百万円 60,468百万円
。肺炎球菌 6,971百万円 79,753百万円 86,724百 万円

※0.9(公費力′ヽ一率)を乗 じた額

〈公費カバー率0.9の考え方〉

○国として公的負担措置を講ずる範囲としては、現行の予防接種制度(予防接種法の「実費徴収で

きる」規定)の考え方を踏まえ、児童手当のカバー率(対象児童のいる世帯の9割 )等も勘案してt

積算上9o%のカバー率を設定し、その額の範囲内で助成。
Oただし、市町村において、その実情に応じて柔軟に運用して差し支えない。

事務費 11150百万円 ・̈② l ‐
.  :|    ‐‐

 ‐ |.   ‐■ |      ‐

‐1  平成22年度 平成23年度 :合  計
・都造府県分 ‐66音芳由・ 202音万円 260古万Fl

,市町村分 235百万円‐647百万円 881百万円



【接種対象者】 中学校1年生 (13歳相当)～高校 1年生 (16歳相当)の女子 :3回接種
(例外として、小学校 6年生 (12歳相当)fの女子も対象とすることも可能 〔この場合の助成対象範囲は

。中学 2年生 .(14歳相当)～高校 1年生 (16歳相当)の女子に 3回接種
※子宮頸がんの原因となるHPVが主に性交渉で感染することから初回性交渉前に接種することが推奨されること、ワクチンの予防効果の

持続期間が確立していないこと等から、専門家の総合的な議論を踏まえ設定

【原則】 ※対象となる接種の範囲について、あらかじめ十分な周知が必要

【接種対象者】 0～ 4歳の手L幼児

・生後 2か月以上 7か月未満に開始 :3回接種 (初回)、 3回接種からおおむね 1年の間隔に 1回接種 (追加)

。生後 7か月以上 12か月未満に開始 :2回接種 (初回)、
・ 1歳以上 5歳未満に開始 :1回接種
※ヒブワクチンの添付文書に基づき設定

2回接種から概ね 1年後に 1回接種

3回接種か ら60日 以上1の間隔 に 1

キャッチアップ (標準的な接種パターン以外)※以下のようにすることができる
・ 生後 7か月以上 12か月未満に開始 :2回接種 (初回)、 2回接種から60日 以上の間隔に 1回接種 (追カロ)

・生後 12か月以上 24か月 (1歳)未満に開始 :2回接種 (60日 以上の間隔)

・ 2歳以上 5歳未満に開始 :1回接種
※侵襲性肺炎球菌感染症は24か月未満の小児において最大となること、世界保健機構 (WHO)の勧告等を踏まえ設定

※接種対象者の年齢の範囲で市町村が独自で接種年齢を設定することは可能

本事業を開始する前に既に1回1以上の1接種を受けた者はI残りの1接種分を本事‐業の対象とする

:月  23年 3月

24年度の1接種はtl本1事業の対1象とならない |■ |■■|■■ ||■■|■|■■■■1■
|

24年 3月  24年 3月

本事業の対象 枠蒸4回目疇 ,l

対象外

を熟彙 割
=平"鉾

離 Ⅲ、高捧牢 卸事|`岬
     菅 蟹のた.め ,平成′2年1度に少なくとも1回の接種を受けていただく|

1発熱又は急1性の疾患により接種を受けることができなが,た場合に|ついて1ま

=例
1外的に0平成

231年度において高1校2年生となもても11引き続
‐
き木事‐業の対象とする●|11■||● |‐■1

本事業の対象



子宮頸がん予防ワクチン

平成22年度

22年度から実施す
る市町村

平成23年度

22年度から実施し

た市町村

23年度から実施す
る市町村

ヒブワクチンロ
Jヽ児用肺炎球菌ワクチン

平成22年度

22年度から実施す
る市町村

平成23年度

22年度から実施し
た市町村

23年度から実施す
る市町村

(注)接種開始時
から6か月間
で3回の接種
を行うため、̀2

か年間で接種

※ 22年度に高校1年生(16歳相当)の者であつて、22年度に1回又は2回の接種を行つた

ものは、23年度において残りの接種分を対象とする

※12か月齢～フか月齢未満の者は3回接種、フか月齢～12か月齢未満の者は2回
接種

※2ヒブワクチンは1回接種、小児用肺炎球菌ワクチンは2回接種

2回接種又は
1回接種(22年

度の残り分 )

2回接種又は
1回接種 (22年

度の残り分 )

2回接種又は
1回接種(22年

度の残り分)

2回接種又は
1回接種 (22年

度の残り分)

3回又は2回

接種 (初回)

※1

(1回 接種)'
(3回接種 (初

回))※ 1

1回接種 (追

加接種)又は

初回接種の残
り分



ワクチン接種緊急促進基金を活用したワクチン接種緊急促進事業の実施については、以下に該当する場合は、平成22年 11月 26
日 (補正予算成立の日)か ら別に定める日 (平成22年 12月 31日 )までは、その間の経過的な対応としてt実施要領に適合するも
のとして取 り扱うことができるものとする。 (実施要領第 11関係)

①市町村を実施主体 (医療機関と接種に関する委託契約を締結等 してぃること)とする事業であり、予診票の整備など、
実施要領におおむね準 じた形で、予防接種の適正実施のための措置が講 じられていること (実施要領第 3～第 6)

②予防接種後副反応が医療機関から市町村へ報告される体制が適切に整備されている (実施要領におおむね準じているなど、適
切に副反応の報告を市町村が受けるために必要な措置が講じられている)こ と (基金管理運営要領第5、 実施要領第7)ヽ

※当該副反応に係る報告を受けたものについては、別途、厚生労働大臣に提出
③予防接種後健康被害救済に関する民間保険 (接種を行つた医師等の接種行為により生じた健康被害救済を含む)に加
入していること (基金管理運営要領第 5、 実施要領第8)

12

(国の補正予算成立日) (委託契約書の変更契約日・要領等の改正日)



資料3-1

平成22年度子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進
臨時特例交付金の交付について (厚生労働省→都
道府県)

「ワクチン接種緊急促進基金管理運営要領」基づいて、都道府県が行う基金の造成に必要な
経費を交付の対象とする。

平成 22年 11月 26日 (平成 22年度補正予算成立日)

厚生労働省

補正予算額 (国費ベース)

1,085億 円

Oワクチン接種緊急促進

事業    1,080億 円
・子宮頸がん予防ワクチ
ン     344億 円

・ヒブワクチン 302億円
・小児用肺炎球菌ワクチ

ン     434億 円
O事務費    5億 円
・都道府県   1億 円
・市町村    4億 円

都道府県

ワクチン接種緊急促進基金

クチン接種緊急促進事業
・子宮頸がん予防ワクチン
・ヒブワクチン
・小児用肺炎球菌ワクチン

O事務費
・都道府県分
・市町村分

※ワクチン接種緊急促進事業と事務費で経
費の配分変更を行つてはならない

※ワクチン接種緊急促進事業又は事務費

交付の申請
(速やかに)

(接種対象年齢の人口
で比例配分)

実績の報告

(基金設置後速やかに)

いヽて支出決定



交付額は以下により算出する (算出された合計額に 1, 000円未満の端数が生 じた場合に

は切捨て)。

① 表の第2欄の種目ごとに、第3欄の基準額に第4欄に掲げる補助率を乗じる。
② ①により算出された額の合計額を交付額とする。

1区分 2種 目 3基準額 4補助率

ワクチ

ン接種
緊急促
進事業

子宮頸
がん予
防ワク
チン

当該都道府県の平成17年度国勢調査報告における13歳～16歳
の女性の和

68,729,257ftt X
全都道府県の平成17年度国勢調査報告における13歳～16歳の

女性の和

1/2

ヒブヮク
チン

当該都道府県の平成17年度国勢調査報告における0歳～4歳の和
60,468.012■ =円 X

全都道府県の平成17年度国勢調査報告における0歳～4歳の和

1/2

小児用

肺炎球
菌ワク
チン

当該都道府県の平成17年度国勢調査報告におけるO歳 ～4歳の和
86,724,91 6EFtt X

全都道府県の平成17年度国調査報告における0歳～4歳の和

1/2

事務費

都道府

県分
5,720千 円 1/2

市町村

分

当該都道府県の平成17年度国勢調査報告における0歳～4歳の和

及び13歳～16歳の女性の和
881,283ftt X

全都道府県の平成17年度国勢調査報告における0歳～4歳の和及
び1」歳～16歳の女性の和

1/2



資料 3-2

平成 22年度子宮頸がん等ワクチン接

種緊急促進臨時特例交付金交付要綱

(厚生労働事務次官通知 )



厚生労働省発健 1126第 13号

平成 22年 11月 26日

各都道府県知事 殿

厚生労働事務次官

平成 22年度子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進

臨時特例交付金の交付について

標記 の交付金の交付 については、別紙 「平成 22年度子官頸がん等 ワクチン接種

緊急促進 臨時特例交付金交付要綱」 (以 下 「交付要綱 とい う。」)に よ り行 うことと

され、平成 22年 11月 26日 か ら適用す ることとされたので通知す る。



別 紙

平成 22年度子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金交付要綱

(通則 )

1 子宮頸がん等 ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 (以下 「交付金」 とい う。)

については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係 る予算の執

行の適正化に関する法律 (昭和30年法律第 179号 )、 補助金等に係 る予算の執行の

適正化に関する法律施行令 (昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等

交付規則 (平成12年5着碁
令第6号)の規定によるほか、この交付要糸岡の定めると

ころによる。

(交付の目的 )

2 この交付金は市町村 (特別区を含む。以下同じ。)が実施するヒ トパ ピローマウ

イルスワクチン (以下 「子宮頸がん予防ワクチンJと い う。)、 ヘモフィルスイン

フルエンザ菌 b型 ワクチン (以 下 「ヒブワクチン」 とい う。)及び小児用肺炎球菌

ワクチンの予防接種を緊急に促進するため、都道府県に基金を造成 し、当該基金

を活用 して当該予防接種を行 う市町村に対 して助成することにより、公衆衛生の

向上及び増進に寄与することを目的とする。

(交付の対象 )

3 この交付金は、「子宮頸がん等 ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金の運営につ

いてJ(平成 22年 11月 26日 健発 1126第 8号厚生労働省健康局長通知)の
別紙 「ワクチン接種緊急促進基金管理運営要領J(以 下 「運営要領」 とい う。)に
基づいて、都道府県が行 う基金の造成 (以下 「事業」とい う。)に Z、 要な経費を交

付の対象 とする。

(交付額の算定方法 )

4 この交付金の交付額は、次により算出するものとする。ただ し、算出された合

計額に 1, 000円 未満の端数が生 じた場合には、これを切捨てるものとする。

(1)次の表の第 2欄 に定める種 目ごとに、第 3欄 に定める基準額に第 4欄に掲げ

る補助率を乗 じる。

(2)(1)に より算出された額の合計額を交付額 とする。



1区分 2種 目 3基準額 4補助率

ワクチ

ン接種

緊急促

進事業

子宮頸がん予防

ワクチ ン

当該都道府県の平成17年度国勢調査

報告における13歳～16歳 の女性の和
68,729,257千 円 ×

全都道府県の平成17年度国勢調査報

告における13歳～16歳 の女性の和

1/2

ヒブ ワクチ ン

当該都道府県の平成17年度国勢

調査報告における0歳 ～4歳 の和
60,468,012千 円 ×

全都道府県の平成17年度国勢調査

報告における0歳～4歳 の和

1/2

小児用肺炎球菌

ワクチ ン

当該都道府県の平成17年度国勢

調査報告における0歳 ～4歳 の和
86,724,916千 円 ×

全都道府県の平成17年度国勢調査

報告における0歳～4歳の和

1/2

事務費

都道府県分 5,720千 円 1/2

市区町村分

当該都道府県の平成 17年度国勢調査報告にお

ける0歳 ～4歳 の和及び13歳 ～16歳 の女性の和
881,283千 円 ×

全都道府県の平成17年度国勢調査報告におけ

る0歳 ～4歳の和及び13歳 ～16歳の女性の和

1/2

(交付の条件 )

5 この交付金の交付の決定には、次の条件が付 されるものとする。

(1)基金の造成にあた り、 4に掲げる表の第 1欄 に定める区分間で経費の配分変

更を行ってはならない。

(2)事業内容の変更 (軽微な変更を除 く。)をする場合には、厚生労働大臣の承認

を受けなければならない。

(3)事業を中止 し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認 を受けなければ

ならない。

(4)事業が完了 しない場合又は事業の遂行が困難 となった場合には、速やかに厚

生労働大臣に報告 し、その指示を受けなければならない。

(5)事業に係 る経理 と他の経理は区別 しなければならない。

(6)交付金 と事業に係 る予算及び決算 との関係を明 らかにした別紙様式 3に よる

調書を作成するとともに、事業にかかる歳入及び歳出について証拠書類を整理

し、かつ調書及び証拠書類を事業の完了の 日 (事業の中止又は廃止の承認を受

けた場合には、その承認を受けた 日)の属する年度の修了後 5年 間保管 しなけ

ればならない。

(7)基金は善良な管理者の注意をもって管理 し、 2の 目的に反 して、基金を取 り

崩 し、処分及び担保に供 してはならない。



(8)都道府県は、毎年度、別に定めるところにより、基金執行状況等報告書を厚

生労働大臣に提出するとともに公表 しなければならない。

(9)基金を解散す る場合には、解散するときに保有する基金の残余額を厚生労働

大臣に報告 し、その指示を受けて国庫に納付 しなければならない。
t(10)基 金の解散後においても、助成事業者か らの返還が生 じた場合には、これ

を国庫に納付 しなければならない。

(申 請手続 )

6 この交付金の交付の申請は、別紙様式 1に よる申請書に関係書類 を添えて、別

に定める日までに厚生労働大臣に提出して行 うものとする。

(変更申請手続 )

7 この交付金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更 して追加交付申

請等を行 う場合には、 6に定める申請手続 きに従い、別に定める日までに厚生労

働大臣に提出して行 うものとする。

(交付決定までの標準的処理期間)

8 厚生労働大臣は、 6又 は 7に よる交付申請書が到達 した 日から起算 して、原則

として 1月 以内に交付の決定 (決定の変更を含むЭ)を行 うものとする。

(実績報告 )

9 この交付金の事業実績報告は、基金設置後速やかに (5の (3)に掲げる条件

により事業の中止又は廃上の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理

した 日か ら 1か月を経過 した 日)又は平成 23年 4月 8日 のいずれか早い 日まで

に別紙様式 2に よる報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

(そ の他 )

10 特別の事情によ り4、 6、 7及び 9に 定める算定方法、手続きによることが

できない場合には、あらか じめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところに

よるものとする。



(別紙様式 1)

第         号

平成○〇年○○月○○ 日

厚生労働大臣 ○○ ○○ 殿

都道府県知事 ○○ ○○  印

平成 22年度子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金

の交付申請について

標記について、関係書類を添えて次のとお り申請する。

1 交付申請額

2 基金造成経費所要額調書 (別紙 1)

3 基金造成事業計画書 (別紙 2)

4 添付書類

(1)歳入歳出予算 (見込)書抄本

(2)そ の他参考 となる書類

円

(注)変更交付申請の場合は、表題の「交付申請」を「変更交付申請Jと し、「1 交付申請

額Jには、前回の交付決定額、今回の交付申請額及び前回の交付決定額 と今回の交付

決定額の差額を記載すること。

金



男U糸氏1

基 金 造 成 経 費 所 要 額 調 書

(単位 :円 )

区分 種 目 基準単価

(A)

当該都道府県の平
成 17年度国勢調査
報告における種目
ごとの対象者の和

(B)

全都道府県の平成
17年度国勢調査報
告における種 目ご
との対象者の和

(C)

補助率

(D)

算出額

(A*B/C)*D

交付金所要額

ワクチ
ン接種
緊急促
進事業

子宮頸がん予防 ワクチン

ヒブワクチン

小児用肺炎球菌ワクチン

事務費

都道府県分

市町村分

〈
口 計



局J;低 2

基 金 造 成 事 業 計 画 書

(注)1 基金の保有区分は、保有形態別に記載すること。

2 備考欄は、基金の保有形態別に造成予定年月 日、年利率等を記載すること。

基金 の保 有 区分 保 管予定額 備 考

(円 )

合計額



(別紙様式 2)

第        号

平成○〇年○○月〇〇 日

厚生労働大臣 ○○ ○○ 殿

都道府県知事 ○○ ○○ 印

平成 22年度子官頸がん等 ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金

の事業実績報告について

標記について、関係書類 を添えて次の とお り報告す る。

1 交付精算額                  金

2 基金造成経費精算書 (別紙 1)

3 基金造成事業実施状況調書 (別 紙 2)

4 添付書類

(1)条例

(2)歳入歳出決算 (見込)書抄本

(3)そ の他参考 となる書類

円



別紙 1

基 金 造 成 経 費 精 算 書

(単位 :円 )

区分 種 目 基準単価

(A)

当該都道府県の

平成17年度国勢
調査報告におけ
る種 日ごとの対

象者の和

(B)

全都道府県の平
成 17年度国勢調
査幸晨告における
種 日ごとの対象

者の和

(C)

補助率

(D)

算出額

(E)=(A*B/C)*D

交付金所要額

(F)

交付 決 定額

(G)

交付金受入額

(H)

差引過 (△ )

不足額

(H― F)

ワクチン

接種緊急
促進事業

子宮頸がん予防 ワクチ ン

ヒブ ワクチ ン

小児用肺炎球菌 ワクチ ン

事務費

都道府県分

可〒田丁本寸う)

∧
計



男J析低2

基 金 造 成 事 業 実 施 状 況 調 書

(注)基金の保有区分は、保有形態別に記載すること。

基 金 の

保有 区分

造成年月 日 保管額 年利率 備  考

円

合計額



(別 紙様式 3)

平成  年度 厚生労働省所管

平成  年度子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金調書

国 者Б 道 府 県

備  考歳 算 科
付
定

交
決

の

額

円

歳 入 歳 出

科 目

　

　

円

予 算 現 額

円

収 入 済 額

円

科 目

　

　

円

予 算 現 額

円

ち

額

　

円

当金寸

う

交 支 出 済 額

円

つヽ ち

交 付 金 相 当額

円

(項 )感染症対策費

(目 )子宮頸がん等ワクチ
ン接種緊急促進臨時
特例交付金

(記入要領 )

1 「国」の 「歳出予算科目」は、項及び目 (交 付決定が目の細分において行われる場合は目の細分まで)を記載すること。
2 「都道府県」の 「科目」は、歳入にあっては款、項、日、節を、歳出にあっては、款、項、目をそれぞれ記入すること。
3 「予算現額」は、歳入にあっては、当初予算額、補正予算額等の区分を、歳出にあっては、当初予算額、補正予算額、予備費

支出額、流用増減等の区分を明 らかに して記入すること。

4 「備考」は、参考 となるべき事項を適宜記入すること。



資料4■ 1

ワクチン接種緊急促進基金の管理運営
について           |

平成 22年 11月 26日 (平成 22年度補正予算成立日)

金は、都道府県が次の事項を条例等において規定 し、設置する。

ワクチン

奮寝蓬塁塁a政ギヽ「曇基Fz言ぢlド省呈暑寧窓F菌ワクτンの書雫を緊急に促進するため、00(都道府)県ワ

携諺嘲茅算』I輩慌FT雰∬纂Zぅ|
層豪塁眠會舷姜寵馨せ甲象3羅霙ふ8磐騎な磐需釜尋定製寛

=般会計歳入歳出予算に計上 してt

葱替[点そ警営〉なけⅢ
ばならない。

から生じる利益は、 この基金に編入するものとする。

期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金にるときは、確実な繰戻 しの方法、

雰手電里督無2言冒Fが
ん
言97ク 1シ

接種に係る助成事業の財源に充てる限り、平成OOttOOtt OO日 まで普寵騒処雰手電里督無2言冒:暫聘 蹴籍蕩湛L:慕RI職二百凝じふ疱 IIよIIアド
く
第
附
く
１
＜
２

この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

」
の
こ
予

こ

を 随ti顎,]ガ瓶脱 珈 鍵:i眠
当該基金の残額

布の日から施行する。



都道府県

ワクチン接種緊急促進基金の設置
ワクチン接種緊急促進事
業の実施
(基金を活用して行う接種事業)

予防接種行為に起因する事故

基金管理等事業の実施
(基金の管理、運用、取崩し等に係る事業)

・助成決定の事務手続きに係る助

3月 31日 までの
24年3月 31日 までの計画の策定

接種の実施(ワクチン接種緊急
促進事業実施要領の連守)

基金管理等事業 Lヮクチン接種緊急促進事
に必要な経費を基金から取崩し支出(平成24

年3月 31日 までのワクチン接種緊急促進事業
に限る)    .

実施要領に基づき副反応報告
を行うための措置事業実施状況報告の作成

24年3月 31日

だし、精算を目的に24年6月 30日 まで延長可

市町村計画の提出

報告の提出

基金の保有額等の
報告・残余金の返還

市嗜村が行うjlケ■ジ

①ワクチン接種緊急促進事業の実施主体は、市町村とする。
②ワクチン接種緊急促進事業は、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌
ワクチンを対象に実施する。
※事業の開始日及び事業の対象とするワクチン接種は各市町村において決定

③事業の実施に当たつては、「ヮクチン接種緊急促進事業実施要領」を遵守する。

狂::け

"村

||お●る||:ケ■ンー摯種緊急促進事業り:実施II係る勁蔵≒あ1条祥て豪すしヽ,1
①健康被害に対応するため、予防接種行為に起因する事故への補償を含む予防接種事故賠償補
償保険に加入する。1

※全国市長会、全国町村会が窓口となっている「予防接種事故賠償補償保険」以外に、予防
接種行為に起因する事故への補償を含む保険 (例 :互助組合等による保険制度)も含む。

※保険料にっいては、本事業適用開始日以降から対象。
②ワクチン接種緊急促進事業による副反応について、実施要領に基づき報告が行われるための
措置が講じられている事業であることとする。
※子宮頸がん等予防ワクチンの接種を行つた医師が、子宮頸がん等予防ワクチンの接種後に
副反応を診断した場合における副反応報告書の提出について、委託契約書に記載し、接種
を行う医療機関からの適切な報告体制を確保する。       |

※子宮頸がん等のワクチンの接種を行つていない医療機関の医師が、子宮頸がん等予防ワク
チンの接種後の副反応を診断した場合における副反応報告書の提出について、その協力を
求める。            ´          ´
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趙 鵡 議轟

『基準額』と『市町村が支出した額 (寄附金その他収入額(※)及び実費徴収額を控除した
額』を比較して少ない額に補助率1/2を乗じた額を交付額とする

※都道府県による単独助成は含まない

例えば、ワクチンの需要増等により価格が低下した場合等は、その差額 (契約額と基準額
二望塑塾二重

畢
レ、年 1バ

1区分 2種目 3基準額 1/.   ~T― 万函象経費            15補 筋率

ワクチ

ン接種
緊急促
進事業

子宮頚が

ん予防ワ

クチン

基準単価 X延ベ

接種回数 XO.9 子宮頸がん予防ワクチン接種に要する経費(区分に示す事務費を除く)

1/2

ヒブヮクチ
ン

基準単価 X延ベ

接種回数 XO.9 ヒブワクチン接種に要する経費 (区分に示す事務費を除く) 1/2

小児用肺
炎球菌ワ

クチン

基準単価 X延ベ

接種回数 XO.9
小児用肺炎球菌ワクチン接種に要する経費(区分に示す事務費を除く) 1/2

事務費

市町村事

務費
都道府県知事が

必要と認めた額

ワクチン接種緊急促進事業に関する事務のために必要な職員手当(時

間外勤務手当に限る)、 共済費 (賃金に係る社会保険料 )、 賃金、報償費、
旅費、需用費 (消耗品費、燃料費、食経費、印刷製本費及び光熱水費)、

役務費 (通信運搬費)、 委託料、使用料、賃借料、保険料

1/2

都道府県
事務費

5,720千 円

基金管理等事業に関する事務のために必要な職員手当(時間外勤務手
当に限る)、 共済費 (賃金に係る社会保険料 )、 賃金、報償費、旅費、需用
費 (消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費及び光熱水費)、 役務費(通

信運搬費)、 委託料、使用料、賃借料

1/2

①‐基準単価

,子宮頸がん予防ワクチン  15:939円
ヒブワクチン          8,852円
小児用肺炎球菌ワクチン  11,267円

※上記単価は、平成23年 4月 30日までに事業を開始する市町村に適用。5月 1日 以降に事
｀

業を開始する市町村に適用される単価については、平成23年 1月 下旬～2月 上旬に通知す
る。

② 基準単価の見直し

上記単価については、ワクチンの実勢価格を調査した上で、4か月ごとを目安に改定する。こ
の場合の改定単価の提示は、その適用3か月程度前に行う。

③ 基準単価の適用
各市町村における基準単価の適用については、市町村の当該年度の事業開始日における基

準単価を通年で適用する。
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資料 4-2

ワクテン接種緊急促進基金管理運営

要領 (厚生労働省健康局長通知 )



健 発 1126第 8号
平成 22年 11月 26日

各都道府県知事 殿

厚生労働省健康局長

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金の運営について

標記については、「平成 22年度子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金の

交付について」 (平成 22年 11月 26日 厚生労働省発健 1126第 13号 )を もって通

知されたところであるが、今般、別紙のとおり「ワクチン接種促進基金管理運営要領」を

定め、平成 22年 11月 26日 から適用することとしたので通知する。

なお、本通知については、速やかに管内市区町村に通知されたい。
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別 紙

ワクチン接種緊急促進基金管理運営要領

第 1 通則

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金により都道府県に造成された基
金 (以下「基金」という。)の管理、運用、取崩し等に係る事業 (以下「基金管理等

事業」という。)及び基金を活用 して行われるワクチン接種緊急促進事業 (以下「ワ

クチン接種緊急促進事業」という。)については、この要領の定めるところによるも
のとする。

第 2 基金管理等事業

(1)基金の設置

基金は、都道府県がこれを設置するものとする。

(2)基金の設置方法

基金は、次の事項を条例等において規定するものとする。

① 基金の設置目的

② 基金の額

③ 基金の管理

④ 運用益の処理

⑤ 基金の処分

(3)基金管理等事業の実施

① 基金管理等事業の実施計画の作成等
ア 市町村 (特別区を含む。以下同じ。)は、第 3の (1)に掲げるワクチン接種

緊急促進事業に係る平成24年 3月 31日 までの計画 (以下「市町村計画」とい
う。)を策定し、都道府県が別に定める日までに都道府県知事あて報告するもの
とする。
また、市町村は、市町村計画を変更した場合は、都道府県が別に定める日まで

に都道府県知事あて報告するものとする。

イ 都道府県は、市町村が策定した市町村計画について、必要に応じ調整を行い、

平成24年 3月 31日 までの基金管理等事業に係る計画 (以下「都道府県計画」

という。)を策定する。

ウ 都道府県は、市町村が市町村計画を策定するにあたり、あらかじめ市町村ごと

の助成額の上限を提示することが出来るものとする。

また、都道府県は、都道府県計画の見直しに伴い、必要に応じて市町村ごとの

上限を見直すことができるものとする。

② 基金の取崩 t′

都道府県は、都道府県計画の範囲内で、自らが行う基金管理等事業及び市町村が
行うワクチン接種緊急促進事業に必要な経費を必要に応じ基金から取崩し、支出す
るものとする。
ただし、平成24年 3月 31日 の翌日以降実施したワクチン接種緊急促進事業に

かかる経費については、支出できないものとする。
③ 基金管理等事業に係る計画の見直し

都道府県は、市町村計画の変更により、必要に応じて都道府県計画を見直すこと
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ができるものとする。

(4)運用益の処理

基金の運用によつて生 じた運用益は、当該基金に繰り入れるものとする。

(5)基金管理等事業の中止

都道府県は、基金管理等事業を中止 し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承

認を受けなければならない。

(6)基金の処分の制限

基金 ((4)に より繰 り入れた運用益を含む。)は、基金管理等事業及びワクチン

接種緊急促進事業を実施する場合を除き、これを取崩してはならないものとする。

(7)事業の終了

① ワクチン接種緊急促進事業は平成 24年 3月 31日 をもって終了とする。

また、基金管理等事業は平成 24年 3月 31日 が到来 した時点で終了とし、その

時点で基金を解散することとする。ただし、平成 24年 3月 31日 が到来 した時点

におけるワクチン接種緊急促進事業実施分の精算を目的として、必要に応 じ、平成

24年 3月 31日 の翌日から起算 して 3ヶ 月間を限度に基金管理等事業を延長す

ることができる。 (こ の場合は、精算手続が全て完了したうえで基金の解散を行う

ものとする。 )

② 基金を解散する場合には、解散するときまでの基金の保有額、基金管理等事業に

係る保管の状況等必要な事項を厚生労働大臣に別紙様式により報告 し、その指示を

受け、解散するときに有する基金の残余額を国庫に返還 しなければならない。

(8)精算

ワクチン接種緊急促進事業は、平成 24年 3月 31日 までの収支について精算する

こととする。精算にあたっては、保有額、基金管理等事業にかかる保管の状況等必要

な事項を厚生労働大臣に精算時期の属する年の 6月 末までに別紙様式により報告 ヒ′、

その指示を受け、精算 した残余金 を国庫に返還 しなければならない。

(9)事業実施状況報告

都道府県は、毎年度、別に定めるところにより、別紙様式等により事業実施状況報

告書等を厚生労働大臣に提出するとともに公表 しなければならない。

第 3 ワクチン接種緊急促進事業の実施

(1)ワ クチ ン接種緊急促進事業の対象

ワクチン接種緊急促進事業は、 ヒ トパ ピローマウイルスワクチ ン (以下「子宮頸が

ん予防ワクチ ン」という。)、 ヘモ フィルスインフルエンザ菌 b型 ワクチン (以下「ヒ

ブワクチン」 という。)及び小児用肺炎球菌ワクチンを対象 とし、事業の実施に当た

っては、 「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の実施について」 (平 成 22年 1

1月 26日 付健発 1126第 10号厚生労働省健康局長通知及び同日付薬食発第 11
26第 3号厚生労働省医薬食品局長通知の別紙「ワクチン接種緊急促進事業実施要領」

(以下 「実施要領」という。)を遵守す るものであること。

(2)ワ クチン接種緊急促進事業の実施主体

ワクチ ン接種緊急促進事業の実施主体は、市町村 とする。
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(3)市町村が行うワクチン接種緊急促進事業に係る助成金の助成申請等
① 市町村は、ワクチン接種緊急促進事業を実施しようとする場合には、都道府県に

対しワクチン接種緊急促進事業に係る助成金の助成申請を都道府県知事が定める
様式により、都道府県知事に提出しなければならない。

② 都道府県は、市町村からワクチン接種緊急促進事業に係る助成金の助成申請を受
けた場合には、審査を行い、当該申請内容が適正と認められた場合に、当該市町村
に対し助成金の助成決定を行うものとする。

③ 都道府県は、②の助成決定に基づき基金を取崩しこれを一般会計に繰り入れた上
で、市町村に対し助成金を助成するものとする。

(4)ワ クチン接種緊急促進事業の中止

① 市町村は、ワクチン接種緊急促進事業を中止し、又は廃止する場合には、都道府
県知事に報告し、その指示を受けなければならない。

② 都道府県知事は①の報告を受けた場合は、厚生労働大臣に報告しなければならな
い 。

(5)事業実施報告

市町村は、毎年度、ワクチン接種緊急促進事業の事業実施報告を都道府県知事が定
める様式により、都道府県知事に提出しなければならない。

第4 助成額の算定方法

基金管理等事業及びワクチン接種緊急促進事業の助成額は、次により算出するもの

とする。ただ し、算出された合計額に 1,000円 未満の端数が生 じた場合には、こ

れを切捨てるものとする。

(1)次の表の第 2 11Tlに 定める種目ごとに、第 3欄に定める基準額と第 4欄に定める対象

経費の実支出額とを比較 して少ない方の額を選定する。

(2)(1)に より選定された額と、当該種 目ごとの総事業費から寄付金その他収入額及

び実費徴収額を控除 した額とを比較 して少ない方の額に第 5欄に定める補助率を乗 じ

て得た額の合計額を交付額とする。

(3)な お、第 3欄に定める種目ごとの基準単価については、別途通知する。

1区分 2種 目 3基準額 4対象経費

ワクチ

ン接種

緊急促

進事業

子宮頸がん予

防ワクチン

基準単価 X延べ接種回数

×09
子宮頸がん予防ワクチ ン

接種に要する経費 (区 分

に示す事務費を除 く)

1/2

1 ノ
//基準単価 X延べ接種回数

×09
ヒブワクチン接種に要す

る経費 (区 分に示す事務

費を除 く)

ヒブワクチン
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基準単価 ×延べ接種回数

X09
小児用肺炎球菌ワクチ ン

接種に要す る経費 (区分

に示す事務費を除 く)

事務費 1/2

小児用肺炎球

菌 ワクチ ン

市町村事務費 都道府県知事が必要 と認

めた額

ワクチン接種緊急促進事

業に関する事務のために

必要な職員手当 (時間外

勤務手当に限る)、 共済

費 (賃金に係る社会保険

料)、 賃金、報償費、旅

費、需用費 (消 耗品費、

燃料費、食糧費、印刷製

本費及び光熱水費)、 役

務費 (通信運搬費)、 委

託料、使用料、賃借料、

保険料

都道府県事務 5, 720千 円 基金管理等事業に関す る

事務のために必要な職員

手当 (時間外勤務手当に

限る)、 共済費 (賃金 に

係る社会保険料)、 賃金

、報償費、旅費、需用費

(消耗品費、燃料費、食

糧費、印刷製本費及び光

熱水費)、 役務費 (通信

運搬費)、 委託料、使用

米斗、賃イ昔米斗

1 /// 2

費

第 5 基金管理等事業及びワクチン接種緊急促進事業を実施する場合の助成等の条件
基金管理等事業及びワクチン接種緊急促進事業を実施する場合には、次の条件が付

されるものとする。

(1)都道府県が基金管理等事業を実施する場合

① 基金管理等事業に使用しなければならない。

② 基金管理等事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及
び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (昭和40年大蔵省令
第 15号 )で定めている耐用年数を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けない
で、この基金管理等事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保
に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

③ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、
その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

④ 基金管理等事業により取得し、又は効用の増加した財産については、基金管理等
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事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率
的な運用を図らなければならない。

⑤ 基金管理等事業にかかる予算及び決算 との関係を明らかにした調書を作成すると

ともに、基金管理等事業にかかる歳入及び歳出について証拠書類を整理 し、かつ調

書及び証拠書類をワクチン接種緊急促進事業完了の日 (事業の中止又は廃止の承認

を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後 5年間保管 してお
かなければならない。

(2)市町村がワクチン接種緊急促進事業を実施する場合

都道府県は、市町村が実施するワクチン接種緊急促進事業に対 して、この基金を財

源の一部として助成金を助成する場合には、次の条件を付さなければならない。

① ワクチン接種緊急促進事業に要する各区分ごとの経費の配分については、変更し
てはならないものとする。

② ワクチン接種緊急促進事業の内容の変更 (軽微な変更を除く。)をする場合には、
都道府県知事の承認を受けなければならない。

③ ワクチン接種緊急促進事業を中止し、又は廃上する場合には、都道府県知事の承
認を受けなければならない。

④ ワクチン接種促進事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成す
るとともに、ワクチン接種緊急促進事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整
理 し、かつ調書及び証拠書類をワクチン接種緊急促進事業完了の日 (事業の中止又
は廃上の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後 5年
間保管しておかなければならない。

⑤ ワクチン接種緊急促進事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以
上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (昭和40
年大蔵省令第 15号 )で定めている耐用年数を経過するまで、都道府県知事の承認
を受けないで、このワクチン接種緊急促進事業の目的に反して使用し、譲渡し、交
換 し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

⑥ 都道府県知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、
その収入の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。

⑦ ワクチン接種緊急促進事業により取得し、又は効用の増加した財産については、
ワクチン接種緊急促進事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理
するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

③ ワクチン接種緊急促進事業により健康被害が生じた場合に対応するため、予防接
種行為に起因する事故への補償を含む予防接種事故賠償補1賞保険に加入するもの
とする。

③ ワクチン接種緊急促進事業による副反応について、実施要領に基づき報告が行わ
れるための措置が講じられている事業であること。

⑩ 市町村が①から⑨により付した条件に違反した場合には、この助成金の全部又は
一音Fを都道府県に納付させることがある。

① ⑤により付した条件に基づき、都道府県知事が財産の処分を承認する場合には、
あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(3)(2)の⑥により付した条件に基づき市町村から財産の処分による収入の全部又は
一部の納付があった場合には、その納付額の全音F又は一部を国庫に納付させることが
ある。
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(4)(2)の ⑩により付した条件に基づき市町村から納付させた場合には、その納付額
の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

第 6 その他
(1)都道府県は、市町村が行うワクチン接種緊急促進事業に係る助成金の助成申請及び

助成決定の事務に係る手続き等の助成要綱を定め、実施するものとする。

(2)都道府県は管内市町村、関係団体等に当該基金管理等事業及びワクチン接種緊急促
進事業の趣旨について十分な説明を行うとともに、市町村との連携を十分に行い、事
務処理に遺漏のないよう取り扱われたい。
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(別 紙様式 )

番         号

平成○〇年○○月○○ 日

厚生労働大臣 ○○ ○○ 殿

都道府県知事 ○○ ○○

平成○〇年度ワクチン接種緊急促進基金管理運営要領に基づく事業実施状況報告について

1 基金保管実績

(注 1)平成 22年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

(注 2)合計額 (a)は、 4の合計額 (b)と 一致すること。

(注 3)要国庫返納額 (D)には、精算により国庫に返納する場合に記載

(平 成 22年 度交付分 )

基金の

保有区分

年度当初

保管額

(A)

運用益繰入額

(B)

年度内支出額

(C)

要国庫返納額

(D)

年度末保管額

(A+3-C― D)

事務費

円 円 円 円 円

合計額

(a)
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(平成 23年 度交付分 )

基金の

保有区分

年度当初

保管額

(A)

運用益繰入額

(B)

年度内支出額

(C)

要国庫返納額

(D)

年度末保管額

(A+B― C― D)

ワクチン

事務費

円 円 円 円 円

合計額

(a)

(注 1)平成 23年度にあっては、「年度当初保管額Jは 「基金追加当初保管額Jと すること。

(注 2)合計額 (a)は、4の合計額 (b)と 一致すること。

(注 3)要国庫返納額 (D)には、精算により国庫に返納する場合に記載

(合計 )

(注 1)平成 22年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

(注 2)平成 23年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」を含む。

(注 3)合計額 (a)は、 4の合計額 (b)と 一致すること。

(注 4)要国庫返納額 (D)には、精算により国庫に返納する場合に記載
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2 基金運用実績

(平 成 22年度交付分 )

基金の保有区分

運 用 益

合 計 額

平成 年度 平成 年度

ワクチン

円 円 円

事 務 費

合計額

(注 1)基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

(注 2)「運用益」欄の「平成 年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

(平 成 23年度交付分 )

基金の保有区分

運 用 益

合 計 額

平成 年度 平成 年度

ワクチン

円 円 円

事 務 費

合計額

(注 1)基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

(,主 2)「運用益」欄の 「平成 年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。
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(合計 )

基金の保有 区分

運 用 益

合 計 額

平成 年度 平成 年度

ワクチン

円 円 円

事 務 費

合計額

(注 1)基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

(,主 2)「運用益」欄の「平成 年度」llllが 足らない場合は適宜欄を追加するこ

3 基金の解散 年月 日 (中 止又は廃止 も含む )

基   金   の

解散・中止 口廃止

年   月   日

と 。
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5 事 業実施状況

(1)ワ クチン接種緊急促進事業

① ワクチン接種実績 (平成 22年度分)

ア 子宮頸がん予防ワクチン

注 1)「被接種者数」欄は、 1回 目に接種 した者の数を記入すること。

注 2)a～ cは別紙 1の 「子宮頸がん予防ワクチン」の a～ cと 一致すること。

注 1)「 被接種者数」 IF91は 、 1回 目に接種 した者の数を記入す ること。

注 2)a～ cは別紙 1の 「ヒブワクチ ン」の a～ cと 一致する こと。

対象年齢
対象者数

(人 )

接種実績

延べ接種

回数
被接種者数

小学校 6年生

(12歳相当)

中学校 1年 生

(13歳 相当)

中学校 2年生

(14歳 相当)

中学校3年生

(15歳 相当)

高校¬年生

(16歳 相当)

高校 2年生

(17歳相当)

合 計 (a) (b) (c)

イ ヒブワクチン

対象年齢
対象者数

(人 )

接種実績

延べ接種

回数
被接種者数

2か 月齢～フか月齢

未満

7か 月歯令～ 12か月齢

未満

1歳

2歳

3歳

4歳

合計 (a) (b) (c)

-12-



ウ 小児用肺炎球菌ワクテン

合 計 (a) (c)

注 1)「 被接種者数」欄は、 1回 目に接種 した者の数を記入す ること。

注 2)a～ cは別紙 1の 「小児用肺炎球菌 ワクチン」の a～ cと 一致す ること。

② ワクチン接種実績 (平成 23年度分)

ア 子宮頸がん予防ワクチン

接種実績

対象年齢
対象者数

(人 )

小学校6年生

(12歳 相当 )

中学校 1年生

(13歳 相当 )

中学校2年生

(14歳 相当 )

中学校3年 生

(15歳 相当)

高校1年 生

(16歳相当)

1歳

2歳

3歳

4歳

延べ接種

回数

厨箭嘉
|

,主 1)

注 2)

|                   |

11_」__旦  1  0
「被接種者数」欄は、 1回 目に接種 した者の数 を記入すること。

a～ cは別紙 2の 「子宮頸がん予防ワクチン」の a～ cと 一致す ること。

対象者数

(人 )

被接種者数

2か月歯令～フか月齢

未満

フか月齢～12か月歯令

未満

接種者数
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ヒブワクチン

注 1)「被接種者数」欄は、 1回 目に接種 した者の数を記入す ること。

注 2)a～ cは別紙 2の 「ヒブワクチン」の a～ cと 一致す ること。

ウ 小児用肺炎球菌ワクチン

注 1)「 被接種者数J欄 は、 1回 目に接種 した者の数を記入すること。

注 2)a～ cは別紙 2の 「小児用肺炎球菌 ワクチン」の a～ cと 一致す ること。

対象者数

(人 )

被接種者数

7か月齢～12か月齢

未満

(b)       |        (c)

対象年齢
対象者数

(人 )

接種実績

延べ接種

回数
被接種者数

2か月歯令～フか月歯令

未満

7か 月齢～12か 月齢

未満

1歳

2歳

3歳

4歳

合 計 (a) (b) (c)
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ワクチン接種実績 (合 計 )

ア 子 宮頸がん予防ワクチ ン

接種実績

中学校2年生

(14歳 相当)

中学校3年生

(15歳相当 )

高校 1年 生

(16歳 相当 )

高校2年生

(1フ 歳相当)

(a) (b)

注 1)「被接種者数」欄は、 1回 目に接種 した者の数 を記入すること。

注 2)a～ cは別紙 3の 「子宮頸 がん予防 ワクチンJの a～ cと 一致す ること。

イ

一

ヒブワクチン

接種実績
対象者数

(人 )

(a)

③

一１

L
〈
口

,主 1)

注 2)

「被接種者数」

a～ cは別紙 3

lI「lは 、 1回 目に接種 し

の「 ヒブワクチ ン」の

た者の数を記入すること。

a～ cと 一致すること。

対象者数

(人 )

被接種者数

小学校6年生

(12歳 相当)

中学校 1年生

(13歳相当)

被接種者数
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ウ 小児用肺炎球菌ワクチン

注 1)「被接種者数」欄は、 1回 目に接種 した者の数 を記入す ること。

注 2)a～ cは別紙 3の 「小児用肺炎球菌ワクチン」の a～ cと 一致す ること。

2か月齢～フか月齢

未満

被接種者数

7か月齢～12か 月齢

未満
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資料 4-3

基準単価について (厚生労働省健康局

長通知 )



健 発 1126第 9号
平成 22年 11月 26日

各都道府県知事 殿

厚生労働省健康局長

ワクチ ン接種緊急促進基金管理運営要領における基準単価について

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金の運営について (平成 2

2年 11月 26日 健発 1126第 8号同職通知)の別紙「ワクチン接種緊急促

進基金管理運営要領」において、別途通知するとされた基準単価については、

下記のとおりとする。

なお、当該単価は、平成 22年 11月 26日 から適用することとする。

言己

1 子宮頸がん予防ワクチン  15,939円
2 ヒブワクチン        8,852円
3 小児用肺炎球菌ワクチン  11,267円

注 1:上記単価については、ワクチンの実勢価格を調査 した上で、 4ヶ 月毎を

目安に改定する。この場合の改定単価の提示は、その適用 3ヶ 月程度前

にイ予う。

注 2:各市町村における基準単価の適用については、市町村の当該年度の事業

開始日における基準単価を通年で適用する。




